
　　　　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他

引き上げ分の
地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

総合社会福祉事業 31,750 436 0 0 6,660 24,654

障害者福祉事業 326,213 236,859 0 0 19,004 70,350

高齢者福祉事業 52,297 22,945 0 1,997 5,818 21,537

児童福祉事業 714,269 491,590 0 1,359 47,071 174,249

母子福祉・保健事業 27,154 8,217 0 0 4,028 14,909

小　　　　計 1,151,683 760,047 0 3,356 82,581 305,699

介護保険事業 485,641 336,206 0 0 31,783 117,652

国民健康保険事業 75,831 41,139 0 0 7,378 27,314

小　　　　計 561,472 377,345 0 0 39,161 144,966

後期高齢者医療事業 135,558 21,148 0 0 24,334 90,076

保健衛生事業 25,193 0 0 0 5,358 19,835

予防対策事業 79,636 3,226 0 0 16,251 60,159

小　　　　計 240,387 24,374 0 0 45,943 170,070

1,953,542 1,161,766 0 3,356 167,685 620,735

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【用語解説】
　社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費

　社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民
　　　　　　　　生活の内容を豊かならしめることを目的とした施策に要する経費
　　　　　　　　事例）児童福祉、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

　社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称であり、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度
　　　　　　　　事例）国民健康保険、介護保険　など

　保健衛生：国民の健康を保つための施策に要する経費
　　　　　　　　事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など

令和３年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

社会
福祉

　平成26年4月1日より消費税率が５％から８％、令和元年10月1日より８％から10％に引き上げられたこと
に伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充
てられるものとされています。
　鏡石町の令和３年度一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況は以下のとおりです。

　　　　【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

167,685千円

1,953,542千円
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